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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１００℃における粘度が１００ｍＰａ・ｓ以上である基油（Ａ）と、
　下記の一般式（１）および（２）で表される化合物の１種または２種以上からなるリン
化合物と金属との組成物（Ｂ）と、を含有し、
　前記リン化合物と組成物を形成する金属がＣａであり、
　前記（Ａ）と前記（Ｂ）の質量組成比が、（Ａ）：（Ｂ）＝５０：５０～９８：２の範
囲内であることを特徴とする防食剤。
【化１】



(2) JP 6633100 B2 2020.1.22

10

20

30

40

50

【化２】

ただし、Ｘ１～Ｘ７は、それぞれ個別に酸素原子または硫黄原子を示し、Ｒ１１～Ｒ１３

は、それぞれ個別に水素基または炭素数１～３０の炭化水素基を示し、かつこれらのうち
の少なくとも１つは炭素数１～３０の炭化水素基であり、Ｒ１４～Ｒ１６は、それぞれ個
別に水素基または炭素数１～３０の炭化水素基を示し、かつこれらのうちの少なくとも１
つは炭素数１～３０の炭化水素基である。
【請求項２】
　前記リン化合物が、その炭化水素基の構造中に、１以上の分岐鎖構造または１以上の炭
素－炭素二重結合構造を有することを特徴とする請求項１に記載の防食剤。
【請求項３】
　前記リン化合物と金属との組成物の分子量が、３０００以下であることを特徴とする請
求項１または請求項２に記載の防食剤。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載の防食剤により端子金具と電線導体との電
気接続部が覆われていることを特徴とする端子付き被覆電線。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防食剤および端子付き被覆電線に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　端子付き被覆電線の芯線（電線導体）と端子金具の接続部分における腐食を防止するた
め、当該接続部分に防食剤を塗布して防食処理を行うことがある。このような防食処理は
、例えば芯線がアルミニウム系材料であり端子金具が銅系材料であり接続部分で異種金属
接触部分が存在し腐食が特に発生しやすい部分における防食処理に有効である。
【０００３】
　従来、金属機器や金属部品において、潤滑目的や防食目的などで、グリースが用いられ
ている。しかし、グリースは、常温での粘稠性が高いため、薄く均一に塗布することが難
しい。そこで、特許文献１では、基油に酸性リン酸エステルと金属とのアダクトを配合し
た金属表面コーティング用組成物が提案されている。これによれば、塗布性に優れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－１５１６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　基油に酸性リン酸エステルと金属とのアダクトを配合した金属表面コーティング用組成
物を端子付き被覆電線の接続部分の防食処理に用いると、端子付き被覆電線が高温に曝さ
れたときに、上記組成物が接続部分から流出することがあった。これにより、防食性能が
低下するおそれがあった。
【０００６】
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　本発明の解決しようとする課題は、可塑剤を含む被覆材を有する端子付き被覆電線の接
続部分に用いたときに高温に曝されても防食性能が維持される防食剤およびこれを用いて
防食性が高められた端子付き被覆電線を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、鋭意検討した結果、端子付き被覆電線の被覆材中に含まれる可塑剤が上
記組成物中に吸収されることにより上記組成物の流動温度が低下してしまったためである
との結論を得るに至った。これは、上記組成物中の基油と可塑剤の親和性が高いためと推
察される。そして、この結論をもとに、本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、上記課題を解決するため本発明に係る防食剤は、１００℃における粘度が３
０ｍＰａ・ｓ以上である基油（Ａ）と、リン化合物を含有する金属吸着成分（Ｂ）と、を
含有し、前記（Ａ）と前記（Ｂ）の質量組成比が、（Ａ）：（Ｂ）＝５０：５０～９８：
２の範囲内であることを要旨とするものである。
【０００９】
　前記（Ｂ）は、下記の一般式（１）および（２）で表される化合物の１種または２種以
上からなるリン化合物と金属との組成物であることが好ましい。
【化１】

【化２】

ただし、Ｘ１～Ｘ７は、それぞれ個別に酸素原子または硫黄原子を示し、Ｒ１１～Ｒ１３

は、それぞれ個別に水素基または炭素数１～３０の炭化水素基を示し、かつこれらのうち
の少なくとも１つは炭素数１～３０の炭化水素基であり、Ｒ１４～Ｒ１６は、それぞれ個
別に水素基または炭素数１～３０の炭化水素基を示し、かつこれらのうちの少なくとも１
つは炭素数１～３０の炭化水素基である。
【００１０】
　前記リン化合物は、その炭化水素基の構造中に、１以上の分岐鎖構造または１以上の炭
素－炭素二重結合構造を有することが好ましい。
【００１１】
　前記リン化合物と組成物を形成する金属は、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルミ
ニウム、チタン、亜鉛から選択される少なくとも１種であることが好ましい。
【００１２】
　前記リン化合物と金属との組成物の分子量は、３０００以下であることが好ましい。
【００１３】
　そして、本発明に係る端子付き被覆電線は、上記いずれかの防食剤により端子金具と電
線導体との電気接続部が覆われていることを要旨とするものである。
【発明の効果】
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【００１４】
　本発明に係る防食剤によれば、１００℃における粘度が３０ｍＰａ・ｓ以上である基油
（Ａ）と、リン化合物を含有する金属吸着成分（Ｂ）と、を特定の質量組成比で含有する
ことで、可塑剤を含む被覆材を有する端子付き被覆電線の接続部分に用いたときに高温に
曝されても防食性能が維持される。
【００１５】
　上記（Ｂ）が、上記の一般式（１）および（２）で表される化合物の１種または２種以
上からなるリン化合物と金属との組成物であると、金属表面への吸着性能に優れ、金属表
面からの流出がより抑えられる。
【００１６】
　上記リン化合物が、その炭化水素基の構造中に、１以上の分岐鎖構造または１以上の炭
素－炭素二重結合構造を有すると、基油の保持力が向上し、金属表面からの流出がより抑
えられる。
【００１７】
　上記リン化合物と組成物を形成する金属が、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アルミ
ニウム、チタン、亜鉛から選択される少なくとも１種であると、イオン化傾向が高いため
、金属表面への吸着性能に特に優れ、金属表面からの流出がより抑えられる。
【００１８】
　上記リン化合物と金属との組成物の分子量が３０００以下であると、基油との相溶性に
優れ、基油の保持力が向上し、金属表面からの流出がより抑えられる。
【００１９】
　そして、本発明に係る端子付き被覆電線によれば、上記の防食剤により端子金具と電線
導体との電気接続部が覆われていることから、高温に曝されても防食性能が維持される。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態に係る端子付き被覆電線の斜視図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ線縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　次に、本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００２２】
　本発明に係る防食剤（以下、本防食剤ということがある。）は、１００℃における粘度
が３０ｍＰａ・ｓ以上である基油（Ａ）と、リン化合物を含有する金属吸着成分（Ｂ）と
、を含有する。
【００２３】
　（Ａ）は、本発明の特性上、１００℃における粘度が３０ｍＰａ・ｓ以上である基油が
用いられる。粘度は、ＪＩＳ　Ｋ７１１７－２に準じ、温度１００℃、せん断速度１００
／ｓの際の粘度で表される。粘度は、円錐－平板型回転粘度計を用いて測定することがで
きる。基油の粘度は、好ましくは５０ｍＰａ・ｓ以上、より好ましくは１００ｍＰａ・ｓ
以上、さらに好ましくは１５０ｍＰａ・ｓ以上である。一方、基油の粘度は、塗布しやす
さなどを考慮すれば、好ましくは２００ｍＰａ・ｓ以下、より好ましくは１５０ｍＰａ・
ｓ以下である。
【００２４】
　基油は、通常の潤滑油の基油として用いられる任意の鉱油、ワックス異性化油、合成油
の１種または２種以上の混合物を使用することができる。鉱油としては、具体的には、例
えば、原油を常圧蒸留及び減圧蒸留して得られた潤滑油留分を、溶剤脱瀝、溶剤抽出、水
素化分解、溶剤脱蝋、接触脱蝋、水素化精製、硫酸洗浄、白土処理等の精製処理等を適宜
組み合わせて精製したパラフィン系、ナフテン系等の油やノルマルパラフィン等が使用で
きる。
【００２５】
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　ワックス異性化油としては、炭化水素油を溶剤脱ろうして得られる石油スラックワック
スなどの天然ワックス、あるいは一酸化炭素と水素との混合物を高温高圧で適用な合成触
媒と接触させる、いわゆるＦｉｓｃｈｅｒ　Ｔｒｏｐｓｃｈ合成方法で生成される合成ワ
ックスなどのワックス原料を水素異性化処理することにより調製されたものが使用できる
。ワックス原料としてスラックワックスを使用する場合、スラックワックスは硫黄と窒素
を大量に含有しており、これらは基油には不要であるため、必要に応じて水素化処理し、
硫黄分、窒素分を削減したワックスを原料として用いることが望ましい。
【００２６】
　合成油としては、特に制限はないが、１－オクテンオリゴマー、１－デセンオリゴマー
、エチレン－プロピレンオリゴマー等のポリα－オレフィンまたはその水素化物、イソブ
テンオリゴマーまたはその水素化物、イソパラフィン、アルキルベンゼン、アルキルナフ
タレン、ジエステル（ジトリデシルグルタレート、ジ－２－エチルヘキシルアジペート、
ジイソデシルアジペート、ジトリデシルアジペート、ジ－２－エチルヘキシルセバケート
等）、ポリオールエステル（トリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプロ
パンペラルゴネート、ペンタエリスリトール－２－エチルヘキサノエート、ペンタエリス
リトールペラルゴネート等）、ポリオキシアルキレングリコール、ジアルキルジフェニル
エーテル、ポリフェニルエーテル等が挙げられる。
【００２７】
　（Ｂ）は、リン化合物を含有する金属吸着成分であり、金属表面、すなわち端子金具や
電線導体などの本防食剤が覆う金属表面に対し吸着性を有する成分である。（Ｂ）は、リ
ン化合物と金属との組成物であることが好ましい。
【００２８】
　リン化合物としては、下記の一般式（１）および（２）で表される化合物の１種または
２種以上からなるものが挙げられる。
【化３】

【化４】

ただし、Ｘ１～Ｘ７は、それぞれ個別に酸素原子または硫黄原子を示し、Ｒ１１～Ｒ１３

は、それぞれ個別に水素基または炭素数１～３０の炭化水素基を示し、かつこれらのうち
の少なくとも１つは炭素数１～３０の炭化水素基であり、Ｒ１４～Ｒ１６は、それぞれ個
別に水素基または炭素数１～３０の炭化水素基を示し、かつこれらのうちの少なくとも１
つは炭素数１～３０の炭化水素基である。
【００２９】
　炭化水素基としては、アルキル基、シクロアルキル基、アルキル置換シクロアルキル基
、アルケニル基、アリール基、アルキル置換アリール基、アリールアルキル基などが挙げ
られる。
【００３０】
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　アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキ
シル基、へプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、ト
リデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オク
タデシル基などが挙げられる。これらは、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよい。
【００３１】
　シクロアルキル基としては、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロへプチル基
などが挙げられる。アルキル置換シクロアルキル基としては、メチルシクロペンチル基、
ジメチルシクロペンチル基、メチルエチルシクロペンチル基、ジエチルシクロペンチル基
、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、メチルエチルシクロヘキシル基
、ジエチルシクロヘキシル基、メチルシクロへプチル基、ジメチルシクロへプチル基、メ
チルエチルシクロへプチル基、ジエチルシクロへプチル基などが挙げられる。アルキル置
換シクロアルキル基の置換位置は、特に限定されない。アルキル基は直鎖状であっても分
岐鎖状であってもよい。
【００３２】
　アルケニル基としては、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、へプテニル基、オ
クテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基
、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタ
デセニル基などが挙げられる。これらは、直鎖状であっても分岐鎖状であってもよい。
【００３３】
　アリール基としては、フェニル基、ナフチル基などが挙げられる。アルキル置換アリー
ル基としては、トリル基、キシリル基、エチルフェニル基、プロピルフェニル基、ブチル
フェニル基、ペンチルフェニル基、ヘキシルフェニル基、へプチルフェニル基、オクチル
フェニル基、ノニルフェニル基、デシルフェニル基、ウンデシルフェニル基、ドデシルフ
ェニル基などが挙げられる。アルキル置換アリール基の置換位置は、特に限定されない。
アルキル基は直鎖状であっても分岐鎖状であってもよい。アリールアルキル基としては、
ベンジル基、フェニルエチル基、フェニルプロピル基、フェニルブチル基、フェニルペン
チル基、フェニルヘキシル基などが挙げられる。アルキル基は直鎖状であっても分岐鎖状
であってもよい。
【００３４】
　Ｘ１～Ｘ７は、好ましくは全てが酸素原子である。Ｒ１１～Ｒ１６の炭素数１～３０の
炭化水素基は、好ましくは炭素数４～３０の炭化水素基であり、より好ましくは炭素数８
～３０の炭化水素基である。
【００３５】
　Ｘ１～Ｘ７は、好ましくは全てが酸素原子である。Ｒ１１～Ｒ１３は、少なくとも１つ
が水素基であり、かつ、少なくとも１つが炭素数１～３０の炭化水素基であることが好ま
しい。また、Ｒ１４～Ｒ１６は、少なくとも１つが水素基であり、かつ、少なくとも１つ
が炭素数１～３０の炭化水素基であることが好ましい。
【００３６】
　一般式（１）で表されるリン化合物としては、亜リン酸、モノチオ亜リン酸、ジチオ亜
リン酸、亜リン酸モノエステル、モノチオ亜リン酸モノエステル、ジチオ亜リン酸モノエ
ステル、亜リン酸ジエステル、モノチオ亜リン酸ジエステル、ジチオ亜リン酸ジエステル
、亜リン酸トリエステル、モノチオ亜リン酸トリエステル、ジチオ亜リン酸トリエステル
などが挙げられる。これらは、一般式（１）で表されるリン化合物として１種単独で用い
てもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３７】
　一般式（２）で表されるリン化合物としては、リン酸、モノチオリン酸、ジチオリン酸
、リン酸モノエステル、モノチオリン酸モノエステル、ジチオリン酸モノエステル、リン
酸ジエステル、モノチオリン酸ジエステル、ジチオリン酸ジエステル、リン酸トリエステ
ル、モノチオリン酸トリエステル、ジチオリン酸トリエステルなどが挙げられる。これら
は、一般式（２）で表されるリン化合物として１種単独で用いてもよいし、２種以上を組
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み合わせて用いてもよい。
【００３８】
　リン化合物としては、一般式（２）で表されるリン化合物がより好ましい。また、一般
式（２）で表されるリン化合物のうちでは、下記の一般式（３）または一般式（４）で表
される酸性リン酸エステルが特に好ましい。
（化５）
　　Ｐ（＝Ｏ）（－ＯＲ１４）（－ＯＨ）２　　・・・（３）
（化６）
　　Ｐ（＝Ｏ）（－ＯＲ１４）２（－ＯＨ）　　・・・（４）
【００３９】
　リン化合物との組成物に用いられる金属としては、Ｌｉ，Ｎａ，Ｋなどのアルカリ金属
、Ｍｇ，Ｃａなどのアルカリ土類金属、アルミニウム、チタン、亜鉛などが挙げられる。
これらは単独で用いられてもよいし、２種以上組み合わされて用いられてもよい。これら
の金属は、イオン化傾向が比較的高いため、金属表面に対し、高い吸着性を得る事ができ
る。また、例えばＳｎよりもイオン化傾向が高いため、Ｓｎに対するイオン結合性に優れ
たものとすることができる。これらのうちでは、耐水性などの観点から、Ｃａ，Ｍｇがよ
り好ましい。リン化合物との組成物に用いられる金属は、組成物の分子量が大きくなり、
耐熱性が向上するなどの観点から、価数が２価以上であることが好ましい。
【００４０】
　リン化合物と金属との組成物における金属供給源としては、金属水酸化物、金属カルボ
ン酸塩などが挙げられる。カルボン酸の金属塩のカルボン酸としては、サリチル酸、安息
香酸、フタル酸などが挙げられる。カルボン酸の金属塩は中性塩であり、塩基性塩や過塩
基性塩などであってもよい。
【００４１】
　リン化合物と金属との組成物において、リン化合物の炭化水素基の少なくとも１つは炭
素数４～３０の炭化水素基であると、長鎖アルキル化合物である基油との相溶性に寄与す
る。炭化水素基とは、炭素および水素からなる有機基であり、Ｎ，Ｏ，Ｓなどのヘテロ元
素を含有しないものである。そして、長鎖アルキル化合物である基油との相溶性から、リ
ン化合物の炭化水素基は、脂肪族炭化水素基、脂環族炭化水素基であることが好ましい。
より好ましくは脂肪族炭化水素基である。
【００４２】
　脂肪族炭化水素基としては、飽和炭化水素からなるアルキル基、不飽和炭化水素からな
るアルケニル基が挙げられ、これらのいずれであってもよい。脂肪族炭化水素基であるア
ルキル基やアルケニル基は、直鎖状、分岐鎖状のいずれの構造のものであってもよい。た
だし、アルキル基がｎ－ブチル基、ｎ－オクチル基などの直鎖状のアルキル基であると、
アルキル基同士が配向しやすく、特定のリン化合物と金属との組成物の結晶性が高くなり
、基油との相溶性が低下する傾向がある。この観点から、炭化水素基がアルキル基である
場合には、直鎖状のアルキル基よりも分岐鎖状のアルキル基が好ましい。一方、アルケニ
ル基は、１以上の炭素－炭素二重結合構造を有することで、直鎖状であっても結晶性がそ
れほど高くない。このため、アルケニル基は、直鎖状であってもよいし、分岐鎖状であっ
てもよい。
【００４３】
　少なくとも１つの炭化水素基の炭素数が４未満では、リン化合物が無機質となる。また
、リン化合物は結晶化の傾向が強くなる。そうすると、基油との相溶性が悪く、基油と混
ざらなくなる。一方、炭化水素基の炭素数が３０超では、リン化合物の粘度が高くなりす
ぎて、流動性が低下しやすい。炭化水素基の炭素数としては、基油との相溶性から、より
好ましくは５以上、さらに好ましくは６以上である。また、炭化水素基の炭素数としては
、流動性などの観点から、より好ましくは２６以下、さらに好ましくは２２以下である。
【００４４】
　また、リン化合物と金属との組成物は、分子内にリン酸基（極性基）と非極性基（エス
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テル部位の炭化水素基）を併せ持つものであり、極性基同士、非極性基同士が会合した層
状態で存在できるため、非重合体においても、高粘性の液体とすることが可能である。粘
性の液体であると、金属表面に塗布したときに、ファンデルワールス力による物理吸着を
利用して、金属表面により密着させることができる。この粘性は、鎖状の分子鎖同士の絡
まりが生じることにより得られるものと推察される。したがって、この観点から、リン化
合物の結晶化を促進しない方向への設計が好ましい。具体的には、炭化水素基の炭素数を
４～３０とすること、炭化水素基が１以上の分岐鎖構造または１以上の炭素－炭素二重結
合構造を有することなどが挙げられる。
【００４５】
　粘着性の観点からすると、リン化合物は、金属との組成物にする必要がある。金属との
組成物にしていないリン化合物そのものを用いた場合、リン酸基の部分の極性が小さく、
極性基であるリン酸基同士の会合性（凝集性）が低く、高粘性の液体にならない。このた
め、粘着性（粘性）が低い。また、アンモニアもしくはアミンとの組成物にしても、リン
酸基の部分の極性が小さく、極性基であるリン酸基同士の会合性（凝集性）が低く、高粘
性の液体にならない。このため、粘着性（粘性）が低い。
【００４６】
　炭化水素基としては、より具体的には、オレイル基、ステアリル基、イソステアリル基
、２－エチルヘキシル基、ブチルオクチル基、イソミリスチル基、イソセチル基、ヘキシ
ルデシル基、オクチルデシル基、オクチルドデシル基、イソベヘニル基などが挙げられる
。
【００４７】
　そして、具体的な酸性リン酸エステルとしては、ブチルオクチルアシッドホスフェイト
、イソミリスチルアシッドホスフェイト、イソセチルアシッドホスフェイト、ヘキシルデ
シルアシッドホスフェイト、イソステアリルアシッドホスフェイト、イソベヘニルアシッ
ドホスフェイト、オクチルデシルアシッドホスフェイト、オクチルドデシルアシッドホス
フェイト、イソブチルアシッドホスフェイト、２－エチルヘキシルアシッドホスフェイト
、イソデシルアシッドホスフェイト、ラウリルアシッドホスフェイト、トリデシルアシッ
ドホスフェイト、ステアリルアシッドホスフェイト、オレイルアシッドホスフェイト、ミ
リスチルアシッドホスフェイト、パルミチルアシッドホスフェイト、ジ－ブチルオクチル
アシッドホスフェイト、ジ－イソミリスチルアシッドホスフェイト、ジ－イソセチルアシ
ッドホスフェイト、ジ－ヘキシルデシルアシッドホスフェイト、ジ－イソステアリルアシ
ッドホスフェイト、ジ－イソベヘニルアシッドホスフェイト、ジ－オクチルデシルアシッ
ドホスフェイト、ジ－オクチルドデシルアシッドホスフェイト、ジ－イソブチルアシッド
ホスフェイト、ジ－２－エチルヘキシルアシッドホスフェイト、ジ－イソデシルアシッド
ホスフェイト、ジ－トリデシルアシッドホスフェイト、ジ－オレイルアシッドホスフェイ
ト、ジ－ミリスチルアシッドホスフェイト、ジ－パルミチルアシッドホスフェイトなどが
挙げられる。これらのうちでは、非結晶性、基油との分子鎖絡まり性などの観点から、オ
レイルアシッドホスフェイト、イソステアリルアシッドホスフェイトが好ましい。
【００４８】
　リン化合物と金属との組成物の分子量は、微分散化により、基油との相溶性が向上する
ことから、３０００以下であることが好ましい。より好ましくは２５００以下である。ま
た、極性基の高濃度化による分離抑制などの観点から、８０以上であることが好ましい。
より好ましくは１００以上である。分子量は、計算により求めることができる。なお、下
記のＩＳ－ＳＡ－Ｃａについては、ＧＰＣにて分子量（重量平均分子量）を測定する。
【００４９】
　本防食剤中には、（Ａ）、（Ｂ）の他に、本防食剤の機能を損なわない範囲で、有機溶
剤、安定化剤、腐食防止剤、色素、増粘剤、フィラーなどを添加することができる。
【００５０】
　本防食剤において、（Ａ）と（Ｂ）の質量比は、（Ａ）：（Ｂ）＝５０：５０～９８：
２の範囲内である。これにより、金属との密着性に優れ、高温条件下で金属表面から流れ
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出なくなり、金属表面を安定して保護する。また、皮膜としての厚みを確保して、優れた
防食性能を発揮する。本防食剤において、（Ａ）と（Ｂ）の質量比は、皮膜としての厚み
を確保する、金属との密着性を確保する観点から、好ましくは（Ａ）：（Ｂ）＝６０：４
０～９５：５の範囲内であり、より好ましくは（Ａ）：（Ｂ）＝７０：３０～９０：１０
の範囲内である。
【００５１】
　本防食剤は、（Ａ）と、（Ｂ）と、必要に応じて添加される成分と、を混合することに
より得ることができる。そして、被塗布材の表面に本防食剤を塗布するか、本防食剤中に
被塗布材を浸漬することにより、被塗布材の表面に本防食剤をコーティングすることがで
きる。
【００５２】
　被塗布材の表面に塗布する本防食剤からなる皮膜の膜厚としては、コーティング箇所か
らの流出防止や漏出防止の観点から、１００μｍ以下であることが好ましい。より好まし
くは５０μｍ以下である。一方、塗布する本防食剤からなる皮膜の機械的強度などの観点
から、所定の厚さ以上であることが好ましい。膜厚の下限値としては、０．５μｍ、２μ
ｍ、５μｍなどが挙げられる。
【００５３】
　本防食剤は、潤滑や防食用途などに用いることができる。防食用途としては、例えば端
子付き被覆電線の防食剤などとして用いることができる。
【００５４】
　次に、本発明に係る端子付き被覆電線について説明する。
【００５５】
　本発明に係る端子付き被覆電線は、絶縁電線の導体端末に端子金具が接続されたものに
おいて、本防食剤からなる皮膜により端子金具と電線導体の電気接続部が覆われたものか
らなる。これにより、電気接続部での腐食が防止される。
【００５６】
　図１は、本発明の一実施形態に係る端子付き被覆電線の斜視図であり、図２は図１にお
けるＡ－Ａ線縦断面図である。図１、図２に示すように、端子付き被覆電線１は、電線導
体３が絶縁被覆（絶縁体）４により被覆された被覆電線２の電線導体３と端子金具５が電
気接続部６により電気的に接続されている。
【００５７】
　端子金具５は、相手側端子と接続される細長い平板からなるタブ状の接続部５１と、接
続部５１の端部に延設形成されているワイヤバレル５２とインシュレーションバレル５３
からなる電線固定部５４を有する。端子金具５は、金属製の板材をプレス加工することに
より所定の形状に成形（加工）することができる。
【００５８】
　電気接続部６では、被覆電線２の端末の絶縁被覆４を皮剥ぎして、電線導体３を露出さ
せ、この露出させた電線導体３が端子金具５の片面側に圧着されて、被覆電線２と端子金
具５が接続される。端子金具５のワイヤバレル５２を被覆電線２の電線導体３の上から加
締め、電線導体３と端子金具５が電気的に接続される。又、端子金具５のインシュレーシ
ョンバレル５３を、被覆電線２の絶縁被覆４の上から加締める。
【００５９】
　端子付き被覆電線１において、一点鎖線で示した範囲が、本防食剤から得られる皮膜７
により覆われる。具体的には、電線導体３の絶縁被覆４から露出する部分のうち先端より
先の端子金具５の表面から、電線導体３の絶縁被覆４から露出する部分のうち後端より後
の絶縁被覆４の表面までの範囲が、皮膜７により覆われる。つまり、被覆電線２の先端２
ａ側は、電線導体３の先端から端子金具５の接続部５１側に少しはみ出すように皮膜７で
覆われる。端子金具５の先端５ａ側は、インシュレーションバレル５３の端部から被覆電
線２の絶縁被覆４側に少しはみ出すように皮膜７で覆われる。そして、図２に示すように
、端子金具５の側面５ｂも皮膜７で覆われる。なお、端子金具５の裏面５ｃは皮膜７で覆
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われなくてもよいし、覆われていてもよい。皮膜７の周端は、端子金具５の表面に接触す
る部分と、電線導体３の表面に接触する部分と、絶縁被覆４の表面に接触する部分と、で
構成される。
【００６０】
　こうして、端子金具５と被覆電線２の外側周囲の形状に沿って、電気接続部６が皮膜７
により所定の厚さで覆われる。これにより、被覆電線２の電線導体３の露出した部分は皮
膜７により完全に覆われて、外部に露出しないようになる。したがって、電気接続部６は
皮膜７により完全に覆われる。皮膜７は、電線導体３、絶縁被覆４、端子金具５のいずれ
とも密着性に優れるので、皮膜７により、電線導体３および電気接続部６に外部から水分
等が侵入して金属部分が腐食するのを防止する。また、密着性に優れるため、例えばワイ
ヤーハーネスの製造から車両に取り付けるまでの過程において、電線が曲げられた場合に
も、皮膜７の周端で皮膜７と、電線導体３、絶縁被覆４、端子金具５のいずれとの間にも
隙間ができにくく、防水性や防食機能が維持される。
【００６１】
　皮膜７を形成する本防食剤は、所定の範囲に塗布される。皮膜７を形成する本防食剤の
塗布は、滴下法、塗布法等の公知の手段を用いることができる。本防食剤は、常温で流動
性に優れるため、常温で塗布される。
【００６２】
　皮膜７は、所定の厚みで所定の範囲に形成される。その厚みは、０．０１～０．１ｍｍ
の範囲内が好ましい。皮膜７が厚くなりすぎると、端子金具５をコネクタへ挿入しにくく
なる。皮膜７が薄くなりすぎると、防食性能が低下しやすくなる。
【００６３】
　被覆電線２の電線導体３は、複数の素線３ａが撚り合わされてなる撚線よりなる。この
場合、撚線は、１種の金属素線より構成されていても良いし、２種以上の金属素線より構
成されていても良い。また、撚線は、金属素線以外に、有機繊維よりなる素線などを含ん
でいても良い。なお、１種の金属素線より構成されるとは、撚線を構成する全ての金属素
線が同じ金属材料よりなることをいい、２種以上の金属素線より構成されるとは、撚線中
に互いに異なる金属材料よりなる金属素線を含んでいることをいう。撚線中には、被覆電
線２を補強するための補強線（テンションメンバ）等が含まれていても良い。
【００６４】
　電線導体３を構成する金属素線の材料としては、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニ
ウム合金、もしくはこれらの材料に各種めっきが施された材料などを例示することができ
る。また、補強線としての金属素線の材料としては、銅合金、チタン、タングステン、ス
テンレスなどを例示することができる。また、補強線としての有機繊維としては、ケブラ
ーなどを挙げることができる。電線導体３を構成する金属素線としては、軽量化の観点か
ら、アルミニウム、アルミニウム合金、もしくはこれらの材料に各種めっきが施された材
料が好ましい。
【００６５】
　絶縁被覆４の材料としては、例えば、ゴム、ポリオレフィン、ＰＶＣ、熱可塑性エラス
トマーなどを挙げることができる。これらは単独で用いても良いし、２種以上混合して用
いても良い。絶縁被覆４の材料中には、適宜、各種添加剤が添加されていても良い。添加
剤としては、可塑剤、難燃剤、充填剤、着色剤等を挙げることができる。絶縁被覆４の材
料としては、例えば、塩化ビニル樹脂と可塑剤とから構成される軟質塩化ビニル樹脂が用
いられる。可塑剤としては、例えば、フタル酸ジイソノニル（ＤＩＮＰ）等のフタル酸エ
ステル系可塑剤、トリ－２－エチルヘキシルトリメリケート等トリメリット酸エステル系
可塑剤、２－エチルヘキシルアジペート、ジブチルセバシケート等の脂肪族二塩基酸エス
テル系可塑剤、エポキシ化大豆油等のエポキシ系可塑剤、トリクレジルホスフェート等の
リン酸エステル系可塑剤等が挙げられる。中でもＤＩＮＰは、自動車用ワイヤーハーネス
に用いられる絶縁電線の被覆材に、最も一般的に添加されている可塑剤である。
【００６６】
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　端子金具５の材料（母材の材料）としては、一般的に用いられる黄銅の他、各種銅合金
、銅などを挙げることができる。端子金具５の表面の一部（例えば接点）もしくは全体に
は、錫、ニッケル、金などの各種金属によりめっきが施されていても良い。
【００６７】
　なお、図１に示す端子付き被覆電線１では、電線導体の端末に端子金具が圧着接続され
ているが、圧着接続に代えて溶接などの他の公知の電気接続方法であってもよい。
【００６８】
　以上、本発明に係る防食剤によれば、１００℃における粘度が３０ｍＰａ・ｓ以上であ
る基油（Ａ）と、リン化合物を含有する金属吸着成分（Ｂ）と、を特定の質量組成比で含
有することで、可塑剤を含む被覆材を有する端子付き被覆電線の接続部分に用いたときに
高温に曝されても防食性能が維持される。高温は、例えば自動車等の車両において端子付
き被覆電線が曝される高温などである。これは、端子付き被覆電線の被覆材中に含まれる
可塑剤が上記防食剤中に吸収されることにより上記防食剤の流動温度が低下してしまった
ためであると推察される。そして、このような可塑剤の移動は、防食剤中の基油と可塑剤
の親和性が高いためと推察される。本発明では、基油として粘度が高いものを用いること
で、防食剤全体の流動温度を高くするとともに、基油と可塑剤の親和性を下げて可塑剤の
移行を抑えるようにし、これによって高温に曝されても防食性能が維持されるようにして
いる。この際、基油の粘度が高いほど、高温時における防食剤の流動が抑えられ、防食性
能が維持されやすくなる。
【００６９】
　そして、上記（Ｂ）が、上記の一般式（１）および（２）で表される化合物の１種また
は２種以上からなるリン化合物と金属との組成物であるとすることで、金属表面への吸着
性能に優れ、金属表面からの防食剤の流出がより抑えられるようになる。また、上記リン
化合物が、その炭化水素基の構造中に、１以上の分岐鎖構造または１以上の炭素－炭素二
重結合構造を有することで、基油の保持力が向上し、金属表面からの防食剤の流出がより
抑えられるようになる。また、上記リン化合物と組成物を形成する金属が、アルカリ金属
、アルカリ土類金属、アルミニウム、チタン、亜鉛から選択される少なくとも１種である
と、イオン化傾向が高いため、金属表面への吸着性能に特に優れ、金属表面からの防食剤
の流出がより抑えられるようになる。また、上記リン化合物と金属との組成物の分子量が
３０００以下であると、基油との相溶性に優れ、基油の保持力が向上し、金属表面からの
防食剤の流出がより抑えられるようになる。
【００７０】
　そして、このような本発明に係る防食剤を用いた本発明に係る端子付き被覆電線によれ
ば、上記の防食剤により端子金具と電線導体との電気接続部が覆われていることから、自
動車等の車載環境などの高温に曝されても防食性能が維持される。
【実施例】
【００７１】
　以下、実施例により本発明を説明するが、本発明は、実施例により限定されるものでは
ない。
【００７２】
（金属吸着成分の調製）
＜調製例１＞　ＯＬ－Ｃａ
　５００ｍｌのフラスコにオレイルアシッドホスフェイト（ＳＣ有機化学社製「Ｐｈｏｓ
ｌｅｘ　Ａ１８Ｄ」、分子量４６７（平均）、酸価１８３ｍｇＫＯＨ／ｇ）を５０ｇ（酸
価０．１６３ｍｏｌ）とメタノール５０ｍＬを加え、室温で撹拌し、均一溶液とした。そ
こに、水酸化カルシウム６．０４ｇ（０．０８１５ｍｏｌ）を加えた。懸濁液を室温のま
ま２４時間攪拌し、水酸化カルシウムの沈殿物が無くなったことを確認後、ろ過し、ロー
タリーエバポレータにて、メタノールと生成水を減圧留去した。次いで、トルエン５０ｍ
Ｌを加えた後、同様に減圧留去する事で生成水を共沸によって留去し、澄明粘性物である
目的物を得た。
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【００７３】
＜防食剤の調製＞
　調製例１により得られた金属吸着成分と、基油と、を所定の割合で１６０℃の加温下に
て混合することにより、防食剤を調製した。なお、各基油ａ～ｅの物性は以下の通りであ
る。基油のせん断粘度は、円錐－平板型回転粘度計を用い、ＪＩＳ　Ｋ７１１７－２に準
じ、温度１００℃、せん断速度１００／ｓで測定されたものである。
・基油ａ：鉱物油基油（せん断粘度＝１５００ｍＰａ・ｓ（１００℃））
・基油ｂ：合成油基油（せん断粘度＝５００ｍＰａ・ｓ（１００℃））
・基油ｃ：合成油基油（せん断粘度＝１５０ｍＰａ・ｓ（１００℃））
・基油ｄ：鉱物油基油（せん断粘度＝３０ｍＰａ・ｓ（１００℃））
・基油ｅ：鉱物油基油（せん断粘度＝１５ｍＰａ・ｓ（１００℃））
【００７４】
（防食性能の評価）
　１６０℃に加温して液状とした防食剤を、図１に示すように、端子付き被覆電線の銅製
端子とアルミ電線（被覆材：ポリ塩化ビニル樹脂に可塑剤を含有する軟質ポリ塩化ビニル
樹脂）の電気接続部を覆うように塗布した後、１００℃の恒温槽で１６８時間放置した。
次いで、ＪＩＳ　Ｃ００２４に準拠して３５℃（塩溶液濃度５０ｇ／Ｌ）にて中性塩水噴
霧試験を行い、１２０時間後のさび発生を目視にて評価した。試験点数１０点（Ｎ＝１０
）において、１本でもさび発生が確認された場合を「×」、１本もさび発生が確認されな
かった場合を「○」とした。評価結果を表１に示した。
【００７５】

【表１】

【００７６】
　比較例１、３～５は、基油と金属吸着成分の質量組成比が本願発明の範囲を満足しない
ものである。比較例１は、金属吸着成分の量が少ない。比較例３は、金属吸着成分が含ま
れていない。比較例４は、基油が含まれていない。比較例５は、金属吸着成分の量が多い
。このため、高温放置により防食剤が流出して防食性能を満足しなかった。比較例２は、
基油のせん断粘度が本願発明の範囲を満足せず低い。このため、高温放置により防食剤が
流出して防食性能を満足しなかった。これに対し、実施例は、１００℃におけるせん断粘
度が３０ｍＰａ・ｓ以上の基油とリン化合物を含む金属吸着成分を含有し、これらが本願
発明の範囲に含まれる質量組成比で配合されたものである。このため、高温放置による防
食剤の流出が見られないか少なく、高温に曝されても防食性能が維持され、防食性能を満
足する結果となった。なお、各試験において、電線被覆材から防食剤への可塑剤の移行が
確認された。
【００７７】
　次に、実施例１の防食剤（基油ｃ：９８質量部、金属吸着成分：２質量部）を用い、防
食剤１００質量部に対し可塑剤としてＤＩＮＰを所定の部数で配合した。得られた混合物
について、円錐－平板型回転粘度計を用い、ＪＩＳ　Ｋ７１１７－２に準じ、温度２５℃
または１００℃、せん断速度１００／ｓで測定した。その結果を以下の表２に示す。
【００７８】
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【表２】

【００７９】
　表２から、可塑剤の配合量が増加するにつれて、せん断粘度が低下することがわかった
。つまり、可塑剤の移行量が多くなるにつれて防食剤の流動温度が低下することがわかる
。上記の防食試験において、電線被覆材から防食剤への可塑剤の移行を確認しており、可
塑剤の移行により高温に曝されたときに防食剤の流出で防食性能の低下が生じ得ることが
わかる。
【００８０】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【符号の説明】
【００８１】
１　端子付き被覆電線
２　被覆電線
３　電線導体
４　絶縁被覆（絶縁体）
５　端子金具
６　電気接続部
７　皮膜
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